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≪７月定例理事会報告≫ ７月１２日（水）組合事務所にて 

議 案                            

１・8 月組合事務所移転の件  

２・消費税転嫁の損保会社への要請活動今後の流れの件 

３・技能試験(金属塗装・工場板金)の件 

４・二養講習・二級シャーシ講習会の件 

５・車体技能講習及び経営セミナー実施の件 

６・優良車体整備(特認 1・２種)への募集と申請の件 

７・青年部会活動報告                                 

報  告        

１・『夏の交通安全県民運動』新聞広告掲載 7 月 11 日 

２・おきなわ技能五輪 2018推進協議会 

   出前講座 7月 16日(日)・18日(火) 

３・スキャンツールの導入補助事業の件(国土交通省) 

４・労働保険未加入の事業所に対する費用徴収制度強化

の件 ―別紙 

５・外国人技能実習制度の技能実習法が 11月 1日施行 

６・セーフティーネット保証 5号の業種指定の件 ―別紙 

７・労働安全衛生法に基づく８月講習会 ―別紙 

●組合事務所移転 8月 1日(火)より業務を行います。          

〒901-2134 浦添市字港川 512-20（前 自動車整備振興会） 

      ※ 電話・FAX番号は変わりません。 

今後とも運営業務にご協力・ご支援のほど宜しくお願い致します。 

 

●技能検定（金属塗装・打出し板金）実技試験       

１・金属塗装  8月 13日(日) 

２・打出し板金 7月 8日(土) 

●技能検定（金属塗装・打出し板金）学科試験        

１・金属塗装  8月 20日(日) 

２・打出し板金 9月 3日(日) 

●技能五輪「車体塗装」「自動車板金」出前講座の案内   

車体塗装 7月 16日(日) ㈱OTM豊崎工場 ９時～16時 

自動車板金 7月 18日(火)沖縄市多目的運動場 13時～17時 

講師：トヨタ自動車(株)より全国大会及び世界大会で金賞  

    を取った選手 

●大同火災損害調査㈱ 代表取締役 変更のお知らせ   

大同火災損害調査㈱ 代表取締役 松田 朝史 

 

●有償運送許可事業の講習会(平成 29 年度)開催 11月です  

 3年更新となって今年 11月に講習会を開催します。 

対象者は、積載車を保有し、事業運送が可能な事業者 

（積載車の対人賠償保険が無制限に加入している） 

※組合外の関係工場も受講可能ですので、お知らせ下さい 

●未認証行為は、道路運送車両法違反           

  未認証防止対策強化月間 7 月 1日～7月 31 日     

未認証行為とは、道路運送車両法に基づき認証を受けないで自動

車の分解整備を行う行為です。国交省は、従来よりこのような違

反行為の情報の収集・調査・指導を行っています。7 月は特に未

認証対策に強化月間と定めて実施しています。 

分解整備にあたる行為とは 

 原動機を取り外して行う自動車整備 

 動力伝達装置の取外し(ミッション・プロペラ・デフ・クラッチ)行為 

 走行装置の取外し（前後サスペンションアクセル・シャフト）行為 

 舵取り装置の取外し（ボヤボックス・リンク装置）行為 

 制動装置の取外し（マスタ･シリンダ・ホース・パイプ・キャリパ・ 

         ライニング） 

分解整備を行う事業者は、認証工場の取得に向けた行動を！！ 

●日車協連の高度化に向けた『優良な工場の見えるか』の指針                  

日車協連では、『先進安全自動車対応 優良車体整備事業者』 

として、下記の要件に合致する高度化に対応した設備・人

材を保有する車体整備工場に対し認定を行う事にしていま

す。条件は下記のとおり。 

認定要件 先進安全自動車対応 優良車体整備事業者 

 

整事業者要件 

国土交通省優良車体整備事業者である特殊整備 

工場『車体整備事業(1・2種)』又は日車協連の 

推奨工場であって、分解整備事業の認定を取得。 

 

 

設備要件 

 

日車協連の保有機器審査委員会が認定した凡用 

スキャンツール、張高張力銅板対応スポット溶

接機を保有。 

   

 

 

人的要件 

 

 

 

 

日車協連が実施する高度化車体整備技能講習を 

受講した自動車車体整備士が 1名以上在籍。 

高度化車体整備技能講習を毎年受講すること。 

平成 29年度 スキャンツール技能講習 

平成 30年度 新材料溶接作業講習 

●車体整備士・二級シャーシ講習会開講のご案内       

『車体整備士』募集中！！ （定員 20名以上） 

講習期間  平成 29年 11月～平成 30年 2月 (18時～21時) 

 試験日   平成 30年 3月 25日 (学科) 

●平成 29 年度 自動車車体整備士試験           

 登録第 1回   

  受付 7月 31日(月)～8月 4日（金） 

  学科 10月１日(日)     


